
 

令和８年度旧岩倉証明書発行コーナー自動扉開閉装置保守管理業務委託仕様書 

 

第１ 総則 
   本仕様書は、旧岩倉証明書発行コーナーにおける自動扉開閉装置保守管理業務の委

託契約に係る仕様書である。業務の実施に当たっては、京都市契約事務規則、関係法

令及び本仕様書を遵守し、常に良好な状態で運転・維持管理を確実に実施すること。 
 
第２ 委託する設備 

 ナブテスコ株式会社製 ＤＳ－１５０型  ２台（旧岩倉証明書発行コーナー） 
 
第３ 履行場所 
   旧岩倉証明書発行コーナー敷地内（左京区岩倉中町４０３番地） 
 
第４ 契約期間  

令和８年４月１日～令和９年３月３１日 
 
第５ 委託事項 

 京都市（以下「発注者」という。）は、請負人（以下「受注者」という。）に対し、

保守管理業務として、次の事項を委託する。 

 １ 設備の点検に関すること。 
  ア 受注者は発注者より委託された設備について、良好な機能を維持し、安全を確保

することを目的として、１年に２回、専門技術員を派遣して、設備の動作試験その

他必要な点検業務を行うこと。 
  イ アに掲げる点検は、７月、２月に実施すること。 
    ただし、発注者と受注者が合意の元、点検月を変更することは可能とする。 
 ２ 事故その他の異常時における応急措置に関すること。 
   受注者は、事故その他の異常時において、発注者から通知があった場合は、速やか

に専門技術者を現地に派遣し、原因の究明を行い、復旧対策を実施すること。 
なお、その際に部品取替の必要がある場合は、あらかじめ発注者に申し出て施工す

るものとする。 
 

第６ 再委託 
 受注者は、本契約の全部又は一部を第三者に委託し又は請け負わせてはならない。 
ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合はこの限りではない。 

 
 



 

第７ 委託料の支払い 
委託料は、契約期間満了後に受注者からの請求に基づき、一括で支払うこととする。 

 
第８ 費用の負担 

委託業務の実施に伴い要する費用は自動扉保守管理業務仕様書のとおりとする。た

だし、以下の１から６に掲げるものについては、発注者の負担とする。 
 １ 深夜（２３：００から翌朝５：３０）及び日祝日の緊急出動に係る費用。 
 ２ 発注者の依頼による装置更新に係る費用。 
 ３ 別紙記載の装置の保守部品が製造中止となり、機能維持管理が不可能になった場合

に係る費用。 
 ４ 発注者の取扱いの乱用又は過失による装置の故障に係る費用。 

５ 天災及び不可抗力により発生した故障に係る費用。 
６ ドアエンジン(モーター)・コントローラ・連結機構・センサー・補助センサー・ハン

ガーレール・プーリー・ベルト・ドアハンガーの部品費用 
 
第９ 一般事項 

１ 受注者は、業務の実施過程で知り得た情報を第三者に漏らさないこと。 
２ 受注者は、仕様書等に明記のない場合又は疑義を生じた場合、発注者と協議するこ

と。 
３ 受注者は、業務の実施に伴い発生する廃材、塵、廃油、その他の発生材をすべて構

外に搬出し、関係法令等に従い適切に処理すること。 
 
第１０ その他 

受注者は、各種作業の日程調整について、旧岩倉証明書発行コーナーの入居者と

直接調整すること。 


